
随 時 記 者 発 表

項 目
令和元年度日高地区交通安全推進協議会定期総会の開催及び公益社団法人北
海道交通安全推進委員会交通事故死ゼロ運動顕彰の伝達について

発 表 月 日 時 分
区 分 等 説明者

資料配布 ５月２０日 時 分

・日高地区交通安全推進協議会規約
配 布 資 料 ・日高地区交通安全推進協議会構成員名簿

・日高地区交通安全推進協議会役員体制

発 表 要 旨 次のとおり当協議会の定期総会を開催します。
また、総会開催前にえりも町交通安全運動推進委員会に対し、公益

社団法人北海道交通安全推進委員会交通事故死ゼロ運動顕彰の伝達を
行うことをお知らせします。

記
１ 実施主体

日高地区交通安全推進協議会（会長 池田 拓（浦河町長））

２ 開催日時
令和元年（2019年）５月２８日（火）１３時３０分～

３ 開催場所
北海道日高合同庁舎 ２階２０２号会議室

４ 議事日程
報告第１号 平成30年度事業報告について
報告第２号 平成30年度収支決算報告について
報告第３号 平成30年度監査報告について
議事第１号 令和元年度事業計画（案）について
議事第２号 令和元年度収支予算（案）について
議事第３号 役員体制（案）

５ 顕彰伝達
（１）伝達者

日高地区交通安全推進協議会 会長 池田 拓
（２）受領者

えりも町交通安全運動推進委員会 二本柳 正伸
（同町 町民生活課長）

（３）功 績
令和元年（2019年）5月3日付け交通事故死ゼロ1000日達成
期間：平成28年（2016年）8月6日～令和元年（2019年）5月2日

報道に当たってのお願
い

（事務局）
担 当 日高振興局保健環境部環境生活課 環境生活課長 田森 吉雄

主査（道民生活） 鈴木 芳彦
電話：０１４６－２２－９２５５（直通）



 
日高地区交通安全推進協議会規約  

（目 的） 

第１条 この会は、公益社団法人北海道交通安全推進委員会の事業を地域に適応させ、円滑に運営するとと 

もに、日高地区における交通道徳の向上と交通事故防止のための活発な住民運動を推進することを目的と

する。 

（名 称） 

第２条 この会は、日高地区交通安全推進協議会と称する。 

（業 務） 

第３条 この会は、第１条の目的を達成するため次の事業を行う。 

(1) 公益社団法人北海道交通安全推進委員会が行う事業への参画  (2) 住民運動推進のための企画立案  (3) 住民運動推進に関する調査研究  (4) 構成員相互の連絡調整  (5) 住民運動推進のための広報  (6) その他必要と認める事項 

（構成員） 

第４条 この会の構成員は、次のとおりとする。  (1) 町単位に設置されている交通安全を推進する団体「町推進委員（協議）会」  (2) その他交通安全に関係深い団体 

（役 員） 

第５条 この会に次の役員を置く。     会長 １名  副会長 ３名  常任委員 若干名  監事 ２名 

（役員の選任） 

第６条 役員は、構成員の互選により選任する。 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は、２年とし再任を妨げない。 

（職 務） 

第８条 会長は、この会を代表し会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し会務を統括する｡ 
３ 常任委員は、会長、副会長を加え役員会を構成し会務を執行する｡ 
４ 監事は、会計を監査する｡ 
（顧問及び参与） 

第９条 この会に、顧問、参与を置くことができる｡ 
２ 顧問、参与は、役員会に諮って会長が委嘱する｡ 
（総 会） 

第１０条 総会は、第４条の構成員をもって構成する｡ 
 

 

 



 
（総会の招集） 

第１１条 総会は、会長が招集する。 

（事務局） 

第１２条 この会の事務を処理するため、事務局を設け必要な職員を置く｡ 
２ 前項の職員は、次のとおりとし、会長が委嘱する｡  事務局長・書記長・交通安全推進員 

３ 事務局は、日高振興局保健環境部環境生活課内に置く｡ 
（経 費） 

第１３条 この会は、次の経費をもって運営する｡     （１） 交付金  （２） 雑収入  （３） 分担金  （４） その他の収入 

（会計年度） 

第１４条 この会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。 

（委 任） 

第１５条 この会の規約に定めるもののほか、この会の運営に関する必要な事項は役員会に諮って会長が定
める｡ 

 

    附  則 この規約は、公布の日から施行する｡    附  則 この規約は、平成 ８年 ４月１８日から施行する｡    附  則 この規約は、平成 ９年 ６月 １日から施行する。    附  則 この規約は、平成１８年 ４月 １日から施行する。    附  則 この規約は、平成２２年 ６月 １日から施行する。  



氏　名 所　　属

大鷹　千秋 日高町交通安全推進協議会 日高町門別本町２１０番地１ （日高町役場内）

川上　　満 平取町交通安全推進委員会 平取町本町３５番地１ （ふれあいセンターびらとり内）

鳴海　修司 新冠町交通安全推進委員会 新冠町字本町４２番地の２ （新冠町社会福祉協議会内）

大野　克之 新ひだか町交通安全推進協議会 新ひだか町御幸町３丁目２番５０号 （新ひだか町役場内）

池田　　拓 浦河町交通安全推進協議会 浦河町築地１丁目３番１号 （浦河町役場内）

大澤　洋一 様似町交通安全運動推進協議会 様似町大通１丁目２１番地 （様似町役場内）

大西　正紀 えりも町交通安全運動推進委員会 えりも町字本町２０６番地 （えりも町役場内）

上田　　守 門別地区交通安全協会 日高町富川東１丁目４番１号 （門別警察署内）

岡﨑　　猛 一般財団法人静内地区交通安全協会 新ひだか町古川町１丁目３番２２号 （静内警察署内）

松本　正美 浦河地区交通安全協会連合会 浦河町築地２丁目２番４号 （浦河警察署内）

五十嵐　千津雄 門別地区安全運転管理者協会 平取町本町２８番地 （平取町役場内）

栗山　哲弘 静内地区安全運転管理者協会 新ひだか町御幸町３丁目２番５０号  （新ひだか町役場内）

武田　豊 浦河地区安全運転管理者協会 浦河町築地１丁目３番１号 （浦河町役場総務課内）

和田　則幸 ジエイ・アール北海道バス（株） 様似町錦町５０番５号

木田　尚孝 日高地区ハイヤー協会 浦河町大通２丁目２８番地 （日交ハイヤー(株)内）

池田　尚登 日高建設協会 浦河町東町うしお２丁目３番１号

前田　雅柚子 日胆地区私立幼稚園連合会日高支部 浦河町堺町西１丁目１１番２１号 （夢の国幼稚園・保育園内）

山崎　克美 浦河自動車学校 浦河町東町うしお２丁目４番１１号

川上　松美 日高管内教育委員会教育長会 えりも町字本町２０６番地 （えりも町教育委員会内）

住　　　　　所

日高地区交通安全推進協議会構成員名簿



 
日高地区交通安全推進協議会役員体制 

（平成２９年度～平成３０年度） 
役職名 氏    名 所          属 住           所 
顧 問 松 浦 英 則 日高振興局 浦河町栄丘東通５６号 
会 長 池 田   拓 浦河町交通安全推進協議会 浦河町築地１丁目３―１ 
副会長 大 鷹 千 秋 日高町交通安全推進協議会 日高町門別町本町２１０番地 
副会長 大 野 克 之 新ひだか町交通安全推進協議会 新ひだか町御幸町３丁目２－５０ 
副会長 大 沢 洋 一 様似町交通安全運動推進協議会 様似町大通１丁目２１番地 
常任委員 川 上   満 平取町交通安全推進委員会 平取町本町３５番地１ 
監 事 鳴 海 修 司 新冠町交通安全推進委員会 新冠町本町４２番地２ 
監 事 大 西 正 紀 えりも町交通安全運動推進委員会 えりも町本町２０６番地   

公益社団法人北海道交通安全推進委員会役員（平成３０年度～令和元年度） 
役職名 氏    名 所          属 住           所 
理  事  澤  谷  貫  一  新ひだか町交通安全推進協議会 新ひだか町御幸町３丁目２－５０  


